
給付奨学生のみなさんへ

日本学生支援機構

★登録のお願い★

教育学生支援部学生生活支援課奨学金担当

●TEL No.０８９－９２７－９１６８、９１６９
●メールアドレス syougaku@ stu.ehime-u.ac.jp
パソコンからのメールを受信拒否している人は、受信できるようドメイン
設定をしてください。



【全員】

・奨学生証

・給付奨学金の今後の流れ・注意事項

について

・適格認定とは【給付】

配付物の確認

【給付と貸与第一種両方の受給者】

給付奨学金と第一種奨学金の両方を

受給する場合は、第一種奨学金の貸

与月額が調整され、０円となる場合

があります。（併給調整）

第一種奨学金の貸与額 が０円に

なった場合でも、返還誓約書の提出

は必要です。



・奨学生としての自覚を持って勉学に励むこと

・在学中に異動があった場合は、奨学金担当者に必ず

連絡すること（休学、留学、復学、通学形態の変更等）

・大学からの呼出には必ず応じること

・配付した書類はよく読むこと

・奨学生証等は必ず保管すること

奨学金基本事項



・奨学金の振込日を覚えておく。

毎月１１日（土曜・日曜・祝日の場合はその前営業日）

※４月、５月の振込は、通常より遅い。

・スカラネット・パーソナルに登録すること。

（給付月額、給付期間、振込口座情報等が確認できます。）

奨学金の基本事項



連絡が必要なとき

□ 改氏名

□ 退学

□ 休学・復学

□ 留学※学籍が「休学」の場合

□ 停止（奨学生による申出）

□ 振込口座の変更

□ 通学形態の変更
（自宅通学・自宅外通学）

□ 転学・編入学

□ 転学部（科）

以下の事由が発生した場合、必ず学校に連絡してください。
※手続きを行う場合は、提出期限があります。



∗ 奨学金継続願と修学状況等を総合的に審査

∗ 「①人物 ②学業 ③経済状況」

の３つの基準

∗ 「①廃止 ②警告 ③継続」の区分に認定

∗ ①廃止と認定された場合は、奨学金が振り込まれません。

「適格認定」とは

「授業料減免」について

適格認定の判定によって、授業料減免の支援が打ち切りと
なったり、支援が遡って取り消される（減免が取り消されて授
業料の支払いが必要となる）場合があります。



愛媛大学奨学金HPのお知らせ
検索エンジンで、

愛媛大学 奨学金 と入力。

重要な情報が掲載さ
れます。時々チェック
してください。
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